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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の透視画像を撮像する撮像装置と、患者に造影剤である第１の薬液と生理食塩水で
ある第２の薬液とを注入可能な薬液注入装置とを少なくとも備える撮像システムに直接ま
たは間接的に接続されて使用されるデータ処理装置であって、
　制御部を備え、
　前記制御部は、
（ａ）前記撮像装置によって撮像された患者の透視画像のデータを取得する画像データ取
得部と、
（ｂ）前記撮像装置によって実施された撮像検査における曝射時間のデータを取得する曝
射時間データ取得部と、
（ｃ）前記患者に対して行われた複数の注入フェーズを含む薬液注入の注入履歴のデータ
を取得する注入履歴データ取得部と、
（ｄ）１つまたは複数の前記透視画像を表示した閲覧画面を作成する閲覧画面作成部と、
（ｅ）横軸または縦軸のいずれかを時間軸とし、前記注入履歴のデータと前記曝射時間の
データとが一緒に表示される結果グラフを作成する結果グラフ作成部と、
　を有し、
　ここで、（ｉ）前記結果グラフ内には、前記注入履歴のデータとして、横軸が時間で、
縦軸が薬液注入において測定された薬液の注入圧力もしくは注入速度である経時グラフが
表示され、かつ、（ｉｉ）その経時グラフの曲線上には、第１および第２の薬液の注入に
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関しどの薬液の注入がどの時点で終わったかを示すインジケータが複数の注入フェーズに
対応して複数表示されるように構成されている、
　データ処理装置。
【請求項２】
　前記結果グラフ内に、
　前記曝射時間のデータとして、撮像開始時間から撮像終了時間までの範囲である撮像タ
イミング表示部が表示される、
　請求項１に記載のデータ処理装置。
【請求項３】
　前記注入履歴のデータに含まれる時刻情報と、前記曝射時間のデータに含まれる時刻情
報とが同期されている、
　請求項２に記載のデータ処理装置。
【請求項４】
　前記同期は、ＮＴＰ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｉｍｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバを用いて
実施される、請求項３に記載のデータ処理装置。
【請求項５】
　一回の検査において複数の撮像動作が行われ、それぞれの撮像動作に対応して、複数の
前記撮像タイミング表示部が表示される、
　請求項２～４のいずれか一項に記載のデータ処理装置。
【請求項６】
　前記複数の撮像タイミング表示部のうち選択されている１つのみがアクティブ表示とな
り、それ以外が非アクティブ表示となる、請求項５に記載のデータ処理装置。
【請求項７】
　前記撮像タイミング表示部において、現在表示されている透視画像の撮像時間を示す現
在位置インジケータが表示される、請求項２～６のいずれか一項に記載のデータ処理装置
。
【請求項８】
　さらに、
（ｆ）操作者からの所定の入力にしたがって前記透視画像がページングされた際に、それ
に連動して前記現在位置インジケータを時間軸に沿って移動させるページング連動処理部
を備える、
　請求項７に記載のデータ処理装置。
【請求項９】
　前記結果グラフ内に、
　前記曝射時間のデータとして、撮像装置が実施したパーフュージョン検査のタイムシー
ケンスのデータが表示される、
　請求項１～８のいずれか一項に記載のデータ処理装置。
【請求項１０】
　前記結果グラフ内に、造影効果を示す時間濃度曲線（Ｔｉｍｅ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ｃｕ
ｒｖｅ）が表示される、請求項１～９のいずれか一項に記載のデータ処理装置。
【請求項１１】
　前記閲覧画面の少なくとも一部に、
　前記注入履歴のデータとして、薬液の注入速度、薬液の注入量、使用した薬液に関する
情報、および薬液の注入時間から選ばれる少なくとも１つが、テキストデータとして表示
される、
　請求項１～１０のいずれか一項に記載のデータ処理装置。
【請求項１２】
　前記閲覧画面の少なくとも一部に、
　前記曝射時間のデータとして、撮像開始時間および撮像終了時間の少なくとも１つが、
テキストデータとして表示される、
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　請求項１～１１のいずれか一項に記載のデータ処理装置。
【請求項１３】
　さらに、
（ｇ）前記透視画像のデータ、前記注入履歴のデータ、および前記曝射時間のデータから
選ばれる少なくとも１つのデータを外部に出力するデータ出力部を備える、
　請求項１～１２のいずれか一項に記載のデータ処理装置。
【請求項１４】
　前記データ出力部は、前記データをＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａ
ｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）データとして外部に出力
する、
　請求項１３に記載のデータ処理装置。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか一項に記載のデータ処理装置と、
　患者の透視画像データを撮像する撮像装置と、
　患者に薬液として少なくとも造影剤を注入する薬液注入装置と、
　を備える医用検査システム。
【請求項１６】
　さらに、画像保存通信システムであるＰＡＣＳ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ
　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）を備える請求項１５に記載の
医用検査システム。
【請求項１７】
　患者の透視画像を撮像する撮像装置と、患者に造影剤である第１の薬液と生理食塩水で
ある第２の薬液とを注入可能な薬液注入装置とを少なくとも備える撮像システムに直接ま
たは間接的に接続されて使用されるデータ処理装置のためのコンピュータプログラムであ
って、
　１つのコンピュータまたは複数のコンピュータを、
（ａ）前記撮像装置によって撮像された患者の透視画像のデータを取得する画像データ取
得部と、
（ｂ）前記撮像装置によって実施された撮像検査における曝射時間のデータを取得する曝
射時間データ取得部と、
（ｃ）前記患者に対して行われた複数の注入フェーズを含む薬液注入の注入履歴のデータ
を取得する注入履歴データ取得部と、
（ｄ）１つまたは複数の前記透視画像を表示した閲覧画面を作成する閲覧画面作成部と、
（ｅ）横軸または縦軸のいずれかを時間軸とし、前記注入履歴のデータと前記曝射時間の
データとが一緒に表示される結果グラフを作成する結果グラフ作成部と、
　して機能させ、
　ここで、（ｉ）前記結果グラフ内には、前記注入履歴のデータとして、横軸が時間で、
縦軸が薬液注入において測定された薬液の注入圧力もしくは注入速度である経時グラフが
表示され、かつ、（ｉｉ）その経時グラフの曲線上には、第１および第２の薬液の注入に
関しどの薬液の注入がどの時点で終わったかを示すインジケータが複数の注入フェーズに
対応して複数表示されるように構成されている、
　コンピュータプログラム。
【請求項１８】
　１つのコンピュータまたは複数のコンピュータを、さらに、
（ｆ）操作者からの所定の入力にしたがって前記透視画像がページングされた際に、それ
に連動して現在位置インジケータを時間軸に沿って移動させるページング連動処理部と、
　して機能させる、請求項１７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１９】
　１つのコンピュータまたは複数のコンピュータを、さらに、
（ｇ）前記透視画像のデータ、前記注入履歴のデータ、および前記曝射時間のデータから
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選ばれる少なくとも１つのデータを外部に出力するデータ出力部と、
　して機能させる、請求項１７または１８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　請求項１５に記載の医用検査システムにおいて、
　前記薬液注入装置に搭載されるシリンジが、シリンジ内に予め薬液が充填されたプレフ
ィルドタイプのシリンジである、医用検査システム。
【請求項２１】
　前記シリンジがＩＣタグ付きのシリンジである、請求項２０に記載の医用検査システム
。
【請求項２２】
　前記シリンジが、
　中空のシリンダ部材とそれにスライド自在に挿入されたピストン部材を有するものであ
り、
　前記シリンダ部材の端部のシリンダフランジに少なくとも１つの切欠き部が形成されて
いる、請求項２０または２１に記載の医用検査システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透視撮像装置と薬液注入装置とを備える撮像システムと一緒に使用されるデ
ータ処理装置等に関し、特には、透視撮像により得られた画像データと、実施された薬液
注入の履歴データとを一画面上で確認することが可能なデータ処理装置、医用検査システ
ム、およびコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、医療用の画像診断装置として、ＣＴ(Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ)
スキャナ、ＭＲＩ(Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ)装置、ＰＥ
Ｔ(Ｐｏｓｉｔｒｏｎ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ)装置、超音波診断装置
、血管造影（アンギオグラフィ）撮像装置等が知られている。このような撮像装置を使用
する際、患者に造影剤や生理食塩水など（以下、これらを単に「薬液」とも言う）を注入
することがある。
【０００３】
　他方、画像診断装置（以下、単に「撮像装置」ともいう）においては、例えば患者の身
体情報や撮像手技等を考慮して所定の撮影プランが決定され、その撮影プランに基づいて
透視撮像が実施される。例えば特許文献１には、撮像装置からの撮像条件情報と、薬液注
入装置からの注入条件とを所定の病院管理サーバに送信してそれらを一括管理する技術が
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＷＯ２００７／１０５７２５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、医用検査システムにおいては、ワークステーションなどを通じて操作者が透
視画像の閲覧（読影）を行うことも多い。本発明者らは、患者の画像データと、実施され
た薬液注入の履歴データとをワークステーションにおいて確認できるようになっているこ
とが望ましいことを見い出した。すなわち、このような構成により、医師等が、例えば造
影剤による造影効果がどの程度であるか、あるいは、実施した造影剤注入は適正なもので
あったといった判断を行いやすくなるものと考えられるためである。
【０００６】
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　そこで本発明の目的は、透視撮像により得られた画像データと、実施された薬液注入の
履歴データとを一画面上で確認することが可能な、データ処理装置、医用検査システム、
およびコンピュータプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するための本発明の一形態のデータ処理装置は下記の通りである：
　患者の透視画像を撮像する撮像装置と、患者に薬液として少なくとも造影剤を注入する
薬液注入装置とを少なくとも備える撮像システムに直接または間接的に接続されて使用さ
れるデータ処理装置であって、
　制御部と、表示ユニットとを備え、
　前記制御部は、
（ａ）前記撮像装置によって撮像された患者の透視画像のデータを取得する画像データ取
得部と、
（ｂ）前記撮像装置によって実施された撮像検査における曝射時間のデータを取得する曝
射時間データ取得部と、
（ｃ）前記患者に対して行われた薬液注入の注入履歴のデータを取得する注入履歴データ
取得部と、
（ｄ）１つまたは複数の前記透視画像を表示した閲覧画面を作成し、前記表示ユニットに
表示させる閲覧画面作成部と、
（ｅ）横軸または縦軸のいずれかを時間軸とするグラフであって、前記注入履歴のデータ
と前記曝射時間のデータとが一緒に表示される結果グラフを作成し、前記表示ユニットに
表示させる結果グラフ作成部と、を有する、データ処理装置。
【０００８】
（用語の説明）
「薬液」とは、例えば、造影剤、生理食塩水、またはそれらを混合したものをいう。
「注入プロトコル」とは、どのような薬液を、どれくらいの量、どれくらいの速度で注入
するかを示すものである。
「画像データ」－本明細書においては、「画像データ」は「画像」と同義であることがあ
る。
「データ」－本明細書においては、「データ」は「情報」と同義であることがある。
「患者」－本明細書においては、「患者」は「被検者」と同義であることがある。
「操作者」－本明細書においては、「操作者」は「ユーザ」、「医師」、「医療従事者」
等と同義であることがある。
「接続」－本明細書において、所定の機器と他の機器とが接続されていると言った場合に
は、有線接続または無線接続のいずれの態様であってもよい。
【０００９】
（薬液注入装置の一般的説明）
「薬液注入装置」は、一形態では、次の構成要素を備えている：ピストン駆動機構、制御
部（制御ユニット）、および、ディスプレイ等。
ここで、これらの構成要素は、薬液注入装置を構成するいずれの機器に備えられていても
よい。すなわち、薬液注入装置が注入ヘッドおよびコンソール等を備える場合には、（ｉ
）注入ヘッドにピストン駆動機構が備えられ、コンソールに制御ユニットとディスプレイ
とが備えられてもよいし、（ｉｉ）注入ヘッドとコンソールの双方に制御ユニットが設け
られもよいし、（ｉｉｉ）注入ヘッドとコンソールの双方にディスプレイが設けられもよ
い。このような制御部（制御ユニット）が、例えば、ＣＴスキャナ、ＭＲＩ装置、ＰＥＴ
装置、超音波診断装置、血管造影撮像装置のような撮像装置の一部として設けられていて
もよい。
【００１０】
・データレシーバ：データレシーバは、有線または無線により、外部から注入ヘッド等に
対して送信されたデータを受けるためのものである。データレシーバは、一例で、次のよ
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うなデータを外部から受けるようになっていてもよい：撮像装置によって生成された任意
のデータ病院システムによって生成された任意のデータ、等。
【００１１】
・データトランスミッタ：データトランスミッタは、有線または無線により、注入ヘッド
から外部に対して所定のデータを送り出すためのものである。データレシーバおよびデー
タトランスミッタの通信プロトコルは、通信の相手方である他の機器との通信方式を考慮
して適宜好適なものを採用すればよい。なお、外部機器との通信を行うデータトランスミ
ッタ等はコンソールまたはその他の機器に設けられていてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、透視撮像により得られた画像データと、実施された薬液注入の履歴デ
ータとを一画面上で確認することが可能なデータ処理装置等が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】薬液注入装置の構成例を示す斜視図である。
【図２】注入ヘッドおよびそれに装着される薬液シリンジを示す斜視図である。
【図３】薬液注入装置および撮像装置のブロック図である。
【図４Ａ】医用検査システムのブロック図である。
【図４Ｂ】ワークステーションの制御部が有する機能部を示すブロック図である。
【図５】薬液注入装置の制御部が有する機能部を示すブロック図である。
【図６】ワークステーションの物理的構成の一例を示す図である。
【図７】閲覧画面の表示内容の一例を示す図である。
【図８Ａ】閲覧画面に表示される結果グラフの一例を示す図である。
【図８Ｂ】閲覧画面に表示される結果グラフの他の例を示す図である。
【図９】閲覧画面に表示される結果グラフのさらに他の例を示す図である。
【図１０】薬液注入装置の一実施形態を示す斜視図である。
【図１１Ａ】シリンジの他の例を示す斜視図である。
【図１１Ｂ】シリンジのさらに別の例を示す斜視図である。
【図１１Ｃ】延長チューブの他の例を示す図である。
【図１２Ａ】天井懸垂型の保持アームの一例を示す図である。
【図１２Ｂ】サブディスプレイの一例を示す図である。
【図１３】ディスプレイの表示内容を制御するＤＣＵ等を示すブロック図である。
【図１４】圧力グラフの一例を示す図である。
【図１５】圧力グラフ内のインジケータの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施の形態を図面を参照して以下に説明する。
【００１５】
（第１の実施形態）
　本実施形態の医用検査システム１０００は、図４Ａに示すように、患者の透視画像を撮
像する撮像装置３００と、患者に薬液を注入するための薬液注入装置１００と、放射線科
情報システムであるＲＩＳ（Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）７０１と、画像保存通信システムであるＰＡＣＳ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉ
ｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）７０２と、データ処理装
置であるワークステーション５００とを備えている。また、薬液注入装置１００と撮像装
置３００とを組み合わせたものは「撮像システム」と称されることもある。
【００１６】
　なお、図４Ａはあくまでも本発明の一例であって、図示されている全ての要素が本発明
に必須というわけではない。各機器の接続は、例えば、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ）や専用線などの通信回線を介して行われてもよい。また、この医用検査
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システム１０００は、デジタル医用画像に関する標準規格であるＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎ
ｅ）に準拠したものであってもよい。
【００１７】
　以下、本システムの各部について順に説明する。まず、薬液注入装置１００について説
明し、次いで、撮像装置３００、ＲＩＳ７０１、ＰＡＣＳ７０２、および、ワークステー
ション５００について説明するものとする。
【００１８】
〔Ａ１．薬液注入装置〕
　薬液注入装置１００は、一例として図１に示すように、可動式スタンド１１１の上部に
保持された注入ヘッド１１０と、ケーブル１０２で注入ヘッド１１０と電気的に接続され
たコンソール１５０とを備えている。この例では、注入ヘッド１１０には、図２のように
、２つのシリンジ２００Ｃ、２００Ｐが並列に取外し自在に装着される。
【００１９】
　なお、以下の説明では、シリンジ２００Ｃ、２００Ｐを区別せずに単に「シリンジ２０
０」ということもある。「注入ヘッド」は、インジェクターまたはインジェクションヘッ
ド等とも呼ばれる。また、以下の説明では図面に表された１つの具体的な形態に基づいて
説明を行うが、薬液注入装置やシリンジ等については、下記に説明するもの以外にも種々
変更可能である。
【００２０】
（シリンジ）
　シリンジ２００Ｃ、２００Ｐ（図２参照）に充填される薬液としては、造影剤および生
理食塩水などが挙げられる。例えば、一方のシリンジ２００Ｃに造影剤が充填され、もう
一方のシリンジ２００Ｐに生理食塩水が充填されていてもよい。
【００２１】
　シリンジ２００は、中空筒状のシリンダ部材２２１と、そのシリンダ部材２２１にスラ
イド自在に挿入されたピストン部材２２２とを有している。シリンダ部材２２１は、その
基端部にシリンダフランジ２２１ａが形成されるとともに先端部に導管部２２１ｂが形成
されたものであってもよい。ピストン部材２２２をシリンダ部材２２１内に押し込むこと
により、シリンジ内の薬液が導管部２２１ｂを介して外部に押し出される。なお、シリン
ジは予め薬液が充填されたプレフィルドタイプであってもよいし、空のシリンジに薬液を
吸引して使用する吸引式のものであってもよい。
【００２２】
　各シリンジ２００の導管部２２１ｂには、延長チューブ２３０が連結される。延長チュ
ーブ２３０は、いわゆるＴ字管またはＹ字管であってもよく、一方のシリンジ２００Ｃの
導管部２２１ｂから分岐部まで延びるチューブ２３１ａと、他方のシリンジ２００Ｐの導
管部２２１ｂから分岐部まで延びるチューブ２３１ｂと、分岐部から患者に向けて延びる
チューブ２３１ｃとを有するものであってもよい。チューブ２３１ｃの先端側（不図示）
には例えば注入針が接続される。この注入針を患者の血管に穿刺して、シリンジ２００Ｃ
および／またはシリンジ２００Ｐ内の薬液を押し出すことで血管内に薬液が注入される。
【００２３】
　図３に示すように、シリンダ部材２２１の一部にＩＣタグ２２５が付されていてもよい
。このＩＣタグには、シリンジに関する情報（シリンジの識別情報、シリンジの耐圧、シ
リンダ部材の内径、ピストン部材のストローク等）や、該シリンジに充填された薬液の情
報（名称（例えば製品名）、ヨード量などの成分情報、消費期限、薬液容量等）が記憶さ
れている。ＩＣタグは、そのタグに固有のユニークＩＤを有していてもよい。ＩＣタグは
、シリンジサイズ、シリンジの製造番号、および薬剤標準化コードから選ばれる少なくと
も１つの情報を有していてもよい。なお、ＩＣタグとしては、例えば、ＲＦＩＤ（Ｒａｄ
ｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）タグを利用することができ
る。ＩＣタグを貼り付ける位置としては、一例で、シリンダ部材２２１の外周面であって
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もよく、具体的には、外周面のうちシリンダフランジの付近であってもよい。
【００２４】
（注入ヘッド）
　注入ヘッド１１０は、図２に示すように、一例として前後方向に長く延びるような筐体
を有しており、この筐体の上面先端側には、それぞれシリンジ２００Ｃ、２００Ｐが載せ
られる２つの凹部１２０ａが形成されている。凹部１２０ａはシリンジ保持部として機能
する部分である。
【００２５】
　凹部１２０ａに対しては、シリンジ２００が直接装着されてもよいし、または、所定の
シリンジアダプタを介して装着されてもよい。図２では、各シリンジ２００のシリンダフ
ランジ２２１ａおよびその近傍を保持するシリンジアダプタＳ１２１、Ｓ１２２が一例と
して図示されている。シリンジアダプタの形状や機能は特定のものに限定されるものでは
なく、どのようなものであってもよい。
【００２６】
　注入ヘッド１１０は、また、図２および図３に示すように、シリンジ２００のピストン
部材２２２を押し込む機能を少なくとも有するピストン駆動機構１３０を有している。ピ
ストン駆動機構１３０は二系統設けられており、各機構１３０は独立して動作する。ピス
トン駆動機構１３０は、例えばシリンジ内への薬液吸引のために、ピストン部材２２２を
後退させる機能を有するものであってもよい。２つのピストン駆動機構１３０は同時に駆
動されてもよいし、別々のタイミングで駆動されてもよい。
【００２７】
　ピストン駆動機構１３０は、詳細な図示は省略するが、駆動モータ（不図示）と、その
駆動モータの回転出力を直線運動に変換する運動変換機構（不図示）と、その運動変換機
構に連結され、ピストン部材２２２を前進および／または後退させるシリンジプレッサー
（ラム部材）とを有するものであってもよい。このようなピストン駆動機構としては、薬
液注入装置で一般に用いられる公知の機構を用いることができる。
【００２８】
　なお、ピストン駆動機構１３０は、ラム部材がピストン部材２２０を押圧する力を検出
するためのロードセル（不図示）を有していてもよい。ロードセルの検出結果を利用して
、例えば、薬液を注入しているときの薬液の圧力の推定値を求めることができる。この推
定値の算出は、針のサイズ、薬液の濃度、注入条件なども考慮して行われる。他にも、ロ
ードセル（不図示）を用いるのではなく、駆動モータ（不図示）のモータ電流に基づいて
圧力の算出を行うものであってもよい。さらに、これら両方の圧力検出方式を備えたもの
であってもよい。
【００２９】
　注入ヘッド１１０の筐体の上面および側面には、注入ヘッド１１０に各種動作を行わせ
るための複数の物理ボタンも設けられている。これらの物理ボタンの一部は、例えば、所
定の情報を術者に知らせるために発光するように構成されていてもよい。
【００３０】
　シリンジ２００にＩＣタグが付されている場合には、注入ヘッド１１０は、図３に示す
ように、同ＩＣタグの情報を読み取るおよび／または同ＩＣタグに情報を書き込むリーダ
／ライタを有していてもよい。このリーダ／ライタは、シリンジが装着される凹部１２０
ａに設けられていてもよい。なお、リーダ／ライタは、ＩＣタグの情報を読み取る機能の
みを有するものであってもよい。この場合、それは単にリーダと呼ばれるものであっても
よい。
【００３１】
　注入ヘッド１１０は、図３に示すように、ピストン駆動機構１３０やリーダ／ライタ１
４５の動作を制御するための制御部１４４を有していてもよい。また、例えば、ＩＣタグ
２２５から読み取られた情報を一時的に記憶する記憶部１４６を有していてもよい。制御
部１４４は、プロセッサおよびメモリ等を有する制御回路として構成することができる。
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一例で、制御部１４４に対しては、１つまたは複数のセンサが電気的に接続され、物理ボ
タン等の入力装置（入力インターフェース）が電気的に接続され、ＩＣタグのリーダ／ラ
イタが電気的に接続され、外部機器との接続のための接続インターフェースが電気的に接
続される。
【００３２】
（コンソール）
　コンソール１５０は、検査室に隣接した操作室内に置かれて使用されるものであっても
よい。コンソール１５０は、所定の画像を表示する表示ユニット１５１と、その筐体前面
に設けられた操作パネル１５９と、筐体内に配置された制御回路（詳細下記）などを有し
ている。操作パネル１５９は、１つまたは複数の物理ボタンが配置された部分であり、操
作者によって操作される。操作パネル１５９は入力インターフェースとして機能する。
【００３３】
　表示ユニット１５１は、タッチパネル式ディスプレイであってもよいし、単なるディス
プレイであってもよい。タッチパネル式ディプレイの場合、タッチパネルは入力インター
フェースとして機能する。コンソール１５０は、音および／または音声を出力するための
スピーカ等（不図示）を有していてもよい。
【００３４】
　コンソール１５０は、図３のブロック図では、接続されている各部の動作を制御する制
御部１５３と、種々のデータが記憶される記憶部１５４と、所定の外部機器と接続するた
めの接続インターフェースとを有するものとして描かれている。
【００３５】
　コンソール１５０は、注入ヘッド１１０との接続のための接続インターフェースと、撮
像装置との接続のための接続インターフェースとを有していてもよい。コンソール１５０
は、操作者の手元で操作されるハンドユニット１５７（図３参照。図１等では不図示）を
有していてもよい。
【００３６】
　詳細な図示は省略するが、コンソール１５０は、コンピュータ可読媒体の情報を読み取
る読取デバイス、外部の機器と無線方式で所定のデータ通信を行う無線モジュール等を有
していてもよい。
【００３７】
　制御部１５３は、メモリやプロセッサ等を有し、実装されたコンピュータプログラムに
したがって種々の処理を行うものであってもよい。制御部１５３は、一例として、図５に
示すように、設定画面表示部１５３ａ、注入プロトコル作成部１５３ｂ、注入制御部１５
３ｃ、履歴生成部１５３ｄ、および履歴出力部１５３ｅを含んでいてもよい。
【００３８】
　設定画面表示部１５３ａは、注入プロトコルを設定するための情報を表示ユニット１５
１に表示させる機能に相当するものであってもよい。
【００３９】
　プロトコル作成部１５３ｂは、例えば、操作者による表示ユニット１５１のタッチパネ
ル等への入力操作を受け付け、注入プロトコルを作成する機能に相当するものであっても
よい。このように操作者によって入力される条件としては、例えば、薬液の種類、薬液の
注入速度、薬液の注入量、患者の身体情報から選ばれる少なくとも１つであってもよい。
【００４０】
　注入制御部１５３ｃは、作成された注入プロトコルにしたがってピストン駆動機構１３
０の動作を制御する機能に相当するものであってもよい。注入制御部１５３ｂは、ピスト
ン駆動機構１３０の一方のみを動作させること、および、両方を同時に動作させることを
行うものであってもよい。
【００４１】
　履歴生成部１５３ｄは、注入履歴データを生成する機能に相当するものであってもよい
。「注入履歴データ」としては、例えば次のようなもののうち少なくとも１つの情報を含
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むものであってもよい：
－実施した薬液注入における、経過時間と薬液の圧力（推定値）との関係を示す経時グラ
フ
－薬液の注入速度
－薬液の注入量
－薬液の注入時間（注入継続時間）
－薬液の注入圧力
－注入時刻
－薬液の種類
－造影剤のヨード量
－薬液を注入した身体区分または撮像部位
－実施した薬液注入を識別するための識別情報
－患者の識別情報
－計画された薬液注入プロトコル（すなわち設定した注入プロトコル）。
【００４２】
　また、薬液注入中に薬液が血管外に漏出したかどうかに関する情報を含んでいてもよい
。この場合、具体的には、単に血管外漏出があったことを示す情報のみが注入履歴データ
に含まれていてもよいし、または、設定した注入プロトコルと薬液圧力の推移グラフとの
関係を示す数値データもしくは画像データ等が含まれてもよい。別の態様としては、例え
ば発光素子および受光素子等を備えた漏出検出センサ等で漏出の検出を行う構成において
は、その漏出検出センサの検出結果のデータを履歴データに含んでもよい。このような血
管外漏出に関する情報が、後述するようにワークステーションにおいて表示され、確認で
きるように構成されていることも好ましい。
【００４３】
「経時グラフ」は、圧力グラフとも呼ばれるもので、例えばロードセルを用いてまたはモ
ータ電流を用いて算出した薬液の圧力推定値をプロットしたもの（具体的な一例としては
圧力カーブが描かれるもの）であってもよい。経時グラフは例えば数値データであっても
画像データであってもよく、その形式は特に限定されるものはない。
「薬液注入を識別するための識別情報」としては、検査のシリアルナンバー、注入作業Ｉ
Ｄ、および注入作業の日時を示す情報などの少なくとも１つであってもよい。
「患者の識別情報」としては、氏名、患者ＩＤ、および生年月日を示す情報などの少なく
とも１つであってもよい。
「薬液を注入した身体区分または撮像部位」に関し、身体区分とは例えば頭部、胸部、腹
部などの身体の区分を表す上位項目であり、撮像部位とはその身体区分に含まれる例えば
心臓、肝臓、血管等などの下位項目である。
【００４４】
　履歴生成部１５３ｄは、例えば薬液注入に関する情報情報にその薬液注入が行われた時
刻データを関連付けて付与するものであってもよい。時刻データは、一例として、ＮＴＰ
（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｉｍｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバの時刻データ、またはＮＴＰサ
ーバに基いて時刻設定された他のタイムサーバの時刻データ、またはそのようなサーバに
基いて時刻設定されたシステム内の所定の機器の時刻データ、またはそのようなサーバに
基いて時刻設定されたコンソール内の時刻データ等を利用するものであってもよい。履歴
生成部１５３ｄからのデータは、薬液注入装置内の所定の記憶デバイス、またはネットワ
ーク上の所定のサーバ等に記憶されてもよい。
【００４５】
　履歴出力部１５３ｅは、注入履歴データを外部に送信する機能に相当するものであって
もよい。具体的には、外部の所定の機器および／またはネットワークにデータを送信する
ものであってもよい。当然ながら、こうしたデータ送信は有線または無線の送信手段（一
例で外部機器との間で通信を行うトランスミッター）を介して実施することができる。シ
リンジのＩＣタグから取得した、または操作者によって手動で入力された、または外部ネ
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ットワーク等から入力された薬液の情報やシリンジの情報（これらの例として、例えばシ
リンジの識別ＩＤ、製品名称、メーカ名等）が、上記送信手段経由で、薬液注入装置から
病院内の医療情報システムに送信されてもよい。例えば会計処理機能を備えるシステムが
、その情報に基づいて会計処理を行うようなシステム構成も可能である。
【００４６】
　なお、各部１５３ａ～１５３ｅの各機能は、実装されたコンピュータプログラムによっ
て制御部１５３が実行するものであってもよい。コンピュータプログラムは、コンソール
内の所定の記憶手段（例えば記憶部１５４でもよい）に予め記憶されたものであってもよ
い。
【００４７】
　記憶部１５４には、例えば、表示ユニット１５１に表示される画像のデータなどが記憶
されていてもよい。また、注入条件を設定するための計算式などを含むアルゴリズムや、
注入プロトコルのデータが記憶されていてもよい。注入速度は、一定であってもよいし、
時間とともに変化するものであってもよい。造影剤と生理食塩水とを注入する場合、それ
らの薬液をどのような順序で注入するかといった情報も、注入プロトコルに含まれる。
【００４８】
　なお、このような注入プロトコルに関する情報は、接続インターフェース端子１５８を
介して有線または無線で接続された外部機器から入力されてもよい。また、コンソール１
５０がスロット（不図示）を有し、そこに差し込まれる外部記憶媒体を通じて入力されて
もよい。
【００４９】
　注入ヘッドおよびコンソール等の構成に関し、下記のような変更がなされてもよい：
（ａ１）注入ヘッド１１０とコンソール１５０とは、ケーブル１０２で接続されるのでは
なく、無線方式の通信ユニット等を介して接続されていてもよい。この場合、通信ユニッ
トは、注入ヘッド１１０に外付けされてもよいし、内蔵されてもよい。同様に、通信ユニ
ットは、コンソール１５０に外付けされてもよいし、内蔵されてもよい。
（ａ２）図３では描かれていないが、薬液注入装置１００と撮像装置３００とが有線また
は無線で接続されていてもよい。具体的には、コンソール１５０が有線または無線で撮像
装置３００と接続されてもよい。または、注入ヘッド１１０が、有線または無線で、撮像
装置３００と接続されてもよい。
【００５０】
（ａ３）上記では２つのシリンジが装着される注入ヘッドを示したが、１つの注入ヘッド
のみが装着される注入ヘッドとしてもよい。
（ａ４）薬液注入装置１００は、ＣＴ検査用に限らず、ＭＲ検査用、アンギオグラフィ検
査用、超音波診断用等のものであってもよい。
（ａ５）造影剤の注入パターンとしては、注入速度を直線的に低下させ以後は注入速度を
一定に維持する可変パターン、および／または、注入速度を直線的に低下させ以後は再び
注入速度を直線的に増加させる可変パターンを使用することもできる。
【００５１】
（ａ６）上記では、例えば図１に示すように、注入ヘッドとコンソールとが別体に構成さ
れた薬液注入装置を示した。しかしながら、下記のような薬液注入装置としてもよい：
－注入ヘッドとコンソールとが一体となったような薬液注入装置、換言すれば、１つの装
置で、注入プロトコルの設定、薬液注入中の各種状態の表示、およびピストン駆動機構の
動作制御等を行うことができるような薬液注入装置。
－注入ヘッドとコンソールとが１つの筐体として一体となったような上記薬液注入装置に
おいて、さらに、別体のバッテリーユニットを備える薬液注入装置。このようなバッテリ
ーユニットはＡＣ電源であってもよく、また、検査室の任意の個所に据え置かれてもよい
し、可動式スタンドの一部に保持されるものでもよい。
【００５２】
－例えば有線または無線のリモートコントローラを用いて、検査室の外部から薬液注入装



(12) JP 6522495 B2 2019.5.29

10

20

30

40

50

置の所定の動作をコントロール可能な薬液注入装置。この場合、無線の方式としては、赤
外線を用いる方式であってもよいし、無線ＬＡＮ、Ｗｉ-Ｆｉ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）等を用いるものであってもよい。
－コントロールされる動作としては、例えば、装置の電源オン／電源オフ等をはじめとし
てどのようなものであっても構わない。他の例としては、注入ヘッドの任意の動作の開始
および／または停止がリモートコントローラでコントロールされてもよい。
－注入ヘッドとコンソールとが別体であるが、注入ヘッドにサブディスプレイが設けられ
た薬液注入装置。サブディスプレイはシステム内の任意の位置に、スタンドアロンとして
または他の機器の一部として、設けられていてもよい。
【００５３】
－コンソールを小型化したようなコントロールユニットが、注入ヘッドの近傍に配置され
た薬液注入装置。例えばこのようなコントロールユニットは、注入ヘッドと一緒に可動式
スタンド上に保持される。または、例えばこのようなコントロールユニットは注入ヘッド
と一緒に天井懸垂式のアームに保持される。
－コンソールに相当するもの（特には、制御部１５３に相当するものが）、撮像装置に組
み込まれている構成、または撮像装置とは別体の機器として設けられ撮像装置に接続され
ている構成。この場合、このような構成のものを薬液注入装置と称してもよいが、システ
ムといった用語で表現してもよい。
－コンソールは、注入ヘッドと撮像装置との両方の動作を制御可能な共通コンソールであ
ってもよい。この場合、コンソールは、注入条件の設定および／または撮像条件の設定の
ためのグラフィカル・ユーザ・インターフェースを提供、それを介して操作者が条件の設
定を行い、設定された条件が注入ヘッドおよび／または撮像装置に送られ、その条件に従
って注入動作および／または撮像動作が実施されるようになっていてもよい。
【００５４】
〔Ａ２．撮像装置〕
　撮像装置３００としては、Ｘ線ＣＴスキャナなどを利用することができる。この例では
、撮像装置３００は、図３Ａに示すように、患者の透視画像を撮像する撮像部３０３ｂと
、患者を載せるベッド３０４と、それらの動作を制御する制御部３０３ａとを有するもの
であってもよい。撮像装置は、また、ＭＲＩ(Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　
Ｉｍａｇｉｎｇ)装置、ＰＥＴ(Ｐｏｓｉｔｒｏｎ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｏｍｏｇｒａｐ
ｈｙ)装置、超音波診断装置、血管造影（アンギオグラフィ）撮像装置等であってもよい
。
【００５５】
　制御部３０３ａは、例えば次のような機能の少なくとも１つを有するものであってもよ
い：
－取得した画像に対して識別情報（画像ＩＤ）を付与する。
－取得した画像に対して撮像時刻情報を付与する。
－患者の透視画像のデータを外部に送信する。
－実施した透視撮像（一回の検査）における曝射時間のデータを外部に送信する。
－実施した透視撮像（一回の検査）における曝射量のデータを外部に送信する。
－実施した透視撮像の識別情報を外部に送信する。
－実施したパーフュージョン検査用撮像動作のタイムシーケンスのデータを外部に送信す
る。
－任意のデータを、接続されたＰＡＣＳ／ＲＩＳに送信する。
－任意のデータを、接続された薬液注入装置に送信する。
－任意のデータを、接続されたワークステーションに送信する。
【００５６】
　これらはそれぞれ、例えば、識別情報付与部、撮像時刻情報付与部、画像データ出力部
、曝射時間データ出力部、曝射量データ出力部、透視撮像識別情報出力部、タイムシーケ
ンスデータ出力部、ＰＡＣＳ通信部、薬液注入装置通信部、ワークステーション通信部等
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によって実現されてもよい。
【００５７】
「曝射時間のデータ」としては、撮像動作に関する、撮像開始時間（時刻）のデータと撮
像終了時間（時刻）のデータが挙げられる。一回の検査で複数の撮像動作が行われる場合
には、それぞれの撮像開始時間および撮像終了時間のデータを含むこととなる。例えば、
撮像動作１：ａ秒～ｂ秒、撮像動作２：ｃ秒～ｄ秒、撮像操作３：ｅ秒～ｆ秒というよう
なデータであってもよい。
【００５８】
　さらに、造影剤を利用する撮像では、例えば薬液注入を開始し、その後、所定のディレ
イ時間を開けて撮像開始が行われることもある。この場合、薬液注入の開始時刻と、厳密
な意味での撮像開始時刻とが一致しないこととなるが、このような場合でも、当該薬液注
入と当該撮像とが互いに関連するものであることを識別できるように構成されていること
が好ましい。例えば、撮像装置と薬液注入装置とが連動する場合においては、連動開始時
刻のデータに基いて管理を行うようにしても良い。
【００５９】
　撮像装置が付与する時刻データとしては、一例として、ＮＴＰ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｉ
ｍｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバの時刻データ、またはＮＴＰサーバに基いて時刻設定さ
れた他のタイムサーバの時刻データ、またはそのようなサーバに基いて時刻設定されたシ
ステム内の所定の機器の時刻データ、またはそのようなサーバに基いて時刻設定された撮
像装置内の時刻データ等を利用するものであってもよい。時刻データないし時刻データが
関連付けられた画像データ等は、撮像装置内の所定の記憶デバイス、またはネットワーク
上の所定のサーバ等に記憶されてもよい。（ｉ）画像データ、または画像データに撮像条
件データが付与されたデータ、または画像データに時刻データが付与されたデータ等と、
（ｉｉ）薬液注入に関するデータとが共通の記憶デバイスまたはデータベースサーバに記
憶されることも好ましい。
【００６０】
「患者の透視画像のデータ」としては、例えばＣＴ画像データであってもよい。このＣＴ
画像データとは、人体を断層撮影したもので、１枚の画像に骨、血管、臓器等の観察対象
の２次元断層画像を含むものであってもよい。通常、多数の隣接する画像（スライス画像
）について得られている。したがって、全体としては、３次元の画像データとして扱われ
ることもある。ＣＴ画像データは、被写体としての組織（骨、血管、臓器等）毎に異なる
ＣＴ値を持っている。ＣＴ値は、水を基準として表現した組織のＸ線減弱係数である。Ｃ
Ｔ値により組織や病変の種類等が判断できるようになっている。
【００６１】
（注入動作の一例）
　薬液注入装置は、一例として次のように動作するものであってもよい：
　まず、薬液注入装置１００の電源がオンの状態で、操作者は、注入ヘッド１１０にシリ
ンジ２００Ｐ、２００Ｃを装着する。シリンジ２００Ｐ、２００Ｃの装着後、操作者は、
一例で、延長チューブ２３０を介してシリンジ２００Ｐ、２００Ｃに延長チューブを接続
し、延長チューブの先端に設けられている注入針（不図示）を患者に穿刺する。
【００６２】
　その後、一例として、操作者がコンソール１５０の所定のボタンを操作すると、表示ユ
ニット１５１に注入プロトコル設定用の１つまたは複数の画面が表示される。この画面で
は、次のようなパラメータの少なくとも１つが入力、選択、または変更されるようになっ
ていてもよい：
－撮像の対象である身体区分
－撮像の対象である部位（撮像部位）
－患者の体重などの情報
－注入する薬液の種類、等。
【００６３】
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　これらのパラメータを選択するための画像は順次あるいは一括して表示されてもよい。
上記のようなパラメータの入力、選択、または変更は、装置の機能によって自動的になさ
れるものであってもよいし、操作者の操作によりなされるものであってもよい。本システ
ムは、上記のようなパラメータを選択するためのグラフィカル・ユーザ・インターフェー
ス（単にＧＵＩともいう）を備え、それを提供する。
【００６４】
　パラメータの入力が完了したら、操作者は画面上の所定のボタン（例えば確認ボタン）
を押す。注入プロトコルを作成する場合には、画面に表示された注入プロトコル作成用の
ＧＵＩの画像に従い、例えば、（ｉ）予め用意された幾つかの基本パターンのうち１つを
選択し、その内容を確認もしくは必要に応じて変更する、（ｉｉ）ＧＵＩの画面上に表示
された注入グラフ内に幾つかの基準点をプロットしていくことにより任意の注入プロトコ
ルを作成する、等の方式によって行うことができる。なお、操作者による確認ボタンの押
圧は、注入ヘッドに設けられたボタンを押すものであってもよい。
【００６５】
　なお、仕上げた注入プロトコルについて、薬液注入装置の制御部がそのデータを所定の
記憶部に保存するように構成されていてもよい。この場合、記憶部としては、薬液注入装
置（例えばコンソール内）が有する記憶デバイスであってもよいし、コンソールのスロッ
トに挿入される記憶媒体であってよいし、または、有線または無線で薬液注入装置に接続
された外部のネットワークの記憶デバイスであってもよい。また、薬液注入装置の制御部
は、注入プロトコルの内容が事後的に変更・上書きされないようにロックをかけた状態で
保存してもよい。当該ロックは、パスワードを入力することによって解除されるものであ
ってもよい。
【００６６】
　注入プロトコルが作成されたら、操作者により所定の注入開始ボタンが操作された後、
その注入プロトコルに基づいてピストン駆動機構１３０が動作制御され、患者への薬液注
入が行われる。
【００６７】
　薬液注入中、注入後、またはその両方において、薬液注入装置は、例えばロードセル等
の計測値に基づいて、薬液の圧力推定値を算出する。また、時間計測機能等を利用して注
入開始時間や注入終了時間を計測する。薬液注入装置は、このようにして作成した種々の
データを注入履歴データとして作成し、不図示の記憶部に保存する。
【００６８】
　なお、一例として、薬液注入装置は、ロードセル等の計測値に基づき、及び／またはモ
ータ電流を利用して薬液の圧力推定値を求めそれに基いて注入圧力グラフ（経時グラフ）
を作成する。その注入圧力グラフのデータを不図示の記憶部（例えばネットワーク上の任
意のデータベースサーバなどでもよい）に記憶してもよい。このときのデータ方式は、単
なる数値文字情報でもよいし、画像データとしてもよい。同様に、注入条件やシリンジの
ＩＣタグ情報を例えば数値文字情報として不図示の記憶部（例えばネットワーク上の任意
のデータベースサーバなどでもよい）に記憶してもよい。
【００６９】
〔Ａ３．ＲＩＳおよびＰＡＣＳ〕
　ＲＩＳ７０１は、例えば、患者に対して撮像を行うための撮像オーダデータを管理する
ものであってもよい。この撮像オーダデータは、例えば次のような情報の少なくとも１つ
を含むものであってもよい：
－固有の識別情報である撮像作業ＩＤ、
－透視撮像装置の識別情報、
－患者の識別情報、
－撮像を実施した日時、など。
【００７０】
　ＲＩＳ７０１は、薬液注入装置から受信した検査情報を保存するものであってもよい。
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【００７１】
　ＰＡＣＳ７０２は、患者の透視画像データを保存するためのものである。ＰＡＣＳ７０
２は、一例で、専用のコンピュータプログラムが実装されているデータベースサーバとし
て構成されていてもよい。ＰＡＣＳ７０２は、次のような機能の少なくとも１つを有する
ものであってもよい：
－撮像装置３００から受信した画像データを保存する。
－薬液注入装置から受信した検査情報を保存する。
－ワークステーション５００から受信した所定のデータを保存する。
－ワークステーション５００に対して保存している所定のデータを送信する。
－接続されている任意の画像閲覧装置（不図示）に対して、保存している所定のデータを
送信する。
【００７２】
〔Ａ４．ワークステーション〕
　ワークステーション５００は、例えば、撮像装置３００により取得された患者の透視画
像を閲覧するのに使用される。このワークステーション５００は、一例でコンピュータ等
から構成され、図４Ａおよび図６に示すように、コンピュータ本体５０３と、その内部に
設けられた制御部５０１ａと、記憶部５０１ｂと、表示ユニット５０２と、入力装置５０
５、５０６などを備えるものであってもよい。
【００７３】
　なお、制御部５０１ａや記憶部５０１ｂの配置位置は特に限定されるものではなく、コ
ンピュータ本体５０３の内部または外部のいずれに配置されていてもよい。本実施形態で
は、「データ処理装置」としてこのように１つのコンピュータで構成されるものを想定す
る。しかし、本発明はそれに限定されるものではなく、コンピュータプログラムにより複
数のコンピュータを全体として１つの処理装置として機能させるようなものも、本発明の
「データ処理装置」に含まれるものとする。
【００７４】
　制御部５０１ａは、プロセッサおよびメモリなどを含んでいてもよい。また、ワークス
テーション５００は、上記プロセッサにより処理されるコンピュータプログラムを有し、
このコンピュータプログラムは、例えば、記憶部５０１ｂまたは制御部５０１内の記憶デ
バイス（不図示）に記憶されていてもよい。
【００７５】
　表示ユニット５０２は、制御部５０１ａにより制御されて、検査データや透視画像など
の各種のデータを表示する。表示ユニット５０２は、例えばＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒ
ｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などにより構成される。
【００７６】
　入力装置５０５、５０６としては、例えば、キーボード、マウス、トラックボール、ジ
ョイスティックなどの任意のデバイスが挙げられる。表示ユニット５０２がタッチ式ディ
スプレイである場合には、該タッチパネル式ディスプレイが入力装置の役割も兼用するこ
ととなる。
【００７７】
　記憶部５０１ｂは、各種のデータを記憶する。記憶部５０１ｂは、ハードディスクドラ
イブ等の記憶装置を含んで構成されてもよい。記憶部５０１ｂに対するデータの格納処理
や、従来公知の方式により、制御部５０１ａが実施可能である。
【００７８】
　ワークステーション５００のコンピュータプログラムとしては、１つのコンピュータま
たは複数のコンピュータを、次のような機能部のうち一部または全部として機能させるも
のであってもよい：
（ａ）前記撮像装置によって撮像された患者の透視画像のデータ（５５２）を、人または
機器による所定の入力があったときに、取得する画像データ取得部（５１１）、
（ｂ）前記撮像装置によって実施された撮像検査における曝射時間のデータを、人または
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機器による所定の入力があったときに、取得する曝射時間データ取得部（５１２）、
（ｃ）前記患者に対して行われた薬液注入の注入履歴のデータを、人または機器による所
定の入力があったときに、取得する注入履歴データ取得部（５１３）、
（ｄ）人または機器による所定の入力があったときに、１つまたは複数の前記透視画像を
表示した閲覧画面（５５１）を作成し、前記表示ユニットに表示させる閲覧画面作成部（
５１４）、
（ｅ）人または機器による所定の入力があったときに、横軸または縦軸のいずれかを時間
軸とするグラフであって、前記注入履歴のデータ（５６１）と前記曝射時間のデータ（５
６３）とが一緒に表示される結果グラフ（５５６）を作成し、前記表示ユニットに表示さ
せる結果グラフ作成部（５１５）、
（ｆ）人または機器による所定の入力があったときに、操作者からの所定の入力にしたが
って前記透視画像がページングされた際に、それに連動して現在位置インジケータ（５６
３ｃ）を時間軸に沿って移動させるページング連動処理部（５１６）、および
（ｇ）人または機器による所定の入力があったときに、前記透視画像のデータ（５５２）
、前記注入履歴のデータ（５６１）、および前記曝射時間のデータ（５６３）から選ばれ
る少なくとも１つのデータを外部に出力するデータ出力部（５１７）。
【００７９】
　すなわち、本実施形態のワークステーション５００は、図４Ｂに示すように、画像デー
タ取得部５１１、曝射時間データ取得部５１２、注入履歴データ取得部５１３、閲覧画面
作成部５１４、結果グラフ作成部５１５、ページング連動処理部５１６、およびデータ出
力部５１７を有するものであってもよい。
【００８０】
　次に、本実施形態のワークステーション５００でのデータ処理について説明する。
【００８１】
（第１のデータ処理の例）
　以下の説明における前提として、患者に対する薬液注入および透視撮像が実施された状
態を想定する。説明の都合上、透視画像、時間、条件等に関する各種のデータは、図７の
閲覧画面５５１や図８Ａの結果グラフ５６０に表示されているものを参照しつつ説明する
ものとする。
【００８２】
　薬液注入装置１００が行う薬液注入に関しては、所望の造影効果を目的として例えば従
来公知の種々の注入プロトコルを利用することが可能である。また、撮像装置３００が行
う透視撮像についても従来公知の種々の撮像技法を利用することが可能である。本実施形
態においては、特定の注入プロトコルや撮像技法に限定されるものではない。
【００８３】
　薬液注入装置１００は、薬液注入中、薬液注入後、もしくはその両方において、今回実
施した注入履歴のデータを作成する。薬液注入装置１００は上述したように例えば次のよ
うなデータの少なくとも１つを用意する：
－注入開始時間のデータおよび注入終了時間のデータ、
－計画された注入プロトコルのデータ、
－経時グラフのデータ（一例として、横軸が時間で縦軸が薬液の圧力値で表される）
－患者の識別情報、
－血管外漏出に関するデータ、
－ＩＣタグから読み込んだデータ、
－その薬液の副作用情報、等。
【００８４】
　これらのデータは、一例として、薬液注入装置１００の記憶部１５４、記憶部１４６、
もしくはその両方に記憶されていてもよいし、外部のデータベースサーバのような不図示
の記憶デバイスに記憶されていてもよい。
【００８５】
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　撮像装置３００は、予め設定された所定の撮影プランに従って透視撮像を行い、患者の
所定の撮像範囲の透視画像データを得る。撮像装置３００は、これらの透視画像のデータ
を例えばその内部の所定の記憶部（不図示）に記憶し、または、ＰＡＣＳ７０２に送信し
た後にＰＡＣＳ７０２側で記憶する。
【００８６】
　撮像装置３００は、また、今回実施した透視撮像における曝射時間のデータを作成する
。曝射時間のデータも、画像データと同様、撮像装置３００所定の記憶デバイス（不図示
）、または、ＰＡＣＳに送信した後にＰＡＣＳ側に記憶される。
【００８７】
　このような状態で、操作者がワークステーション５００の電源をＯＮとし、画像閲覧を
開始する。具体的な一例としては、操作者からの所定の入力に応じてもしくは予め設定さ
れた所定のタイミングで、ワークステーション５００が、画像データ取得部５１１で、透
視画像のデータ５５２ａ～５５２ｃ（これらを区別せず単に「５５２」として示すことも
ある）を取得する。なお、このデータは、撮像装置３００から取得されてもよいし、ＰＡ
ＣＳ７０２等から取得されてもよい。取得する場合のデータ形式はどのようなものであっ
てもよく、例えば数値文字情報などであってもよい。
【００８８】
　ワークステーション５００は、また、曝射時間データ取得部５１２で、曝射時間のデー
タ５６３ａ、５６３ｂ（図８Ａ参照）を取得する。具体的には、図８Ａに示すような例で
は、撮像装置３００による撮像開始時間のデータ５６３ａと、撮像終了時間のデータ５６
３ｂとが取得される。なお、このデータについても、撮像装置３００内の記憶部（不図示
）から取得されてもよいし、ＰＡＣＳ７０２から取得されてもよいし、または、それらの
組合せであってもよい。
【００８９】
　ワークステーション５００は、また、注入履歴データ取得部５１３で、患者に対して行
われた薬液注入に関する注入履歴のデータ５６１、５６２ａ、５６２ｂ、５６２ｃ（詳細
下記）を取得する。具体的には、図８Ａに示すような例では、注入開始時間のデータ５６
２ａおよび注入終了のデータ５６２ｂが取得され、表示される。また、経時グラフ５６１
のデータも取得され、表示される。これらのデータは、例えば薬液注入装置１００内の所
定の記憶部から取得可能である。上記動作は、操作者からの所定の入力に応じて行われて
もよいし、または、予め設定された所定のタイミングで自動的に行われてもよい。注入履
歴としてどのようなものを表示させるかは任意であり、図８Ａに例示したようなものに限
定されるものではない。例えば、経時グラフのデータのみを表示するような態様も可能で
ある。
【００９０】
　経時グラフ５６１は、時間を横軸で表し、薬液注入中の薬液圧力の推定値を縦軸で表し
たようなものであってもよい。このような経時グラフをどのデバイスが作成するかについ
ては特に限定されるものではない。薬液注入装置１００が予めこのようなグラフを作成し
、ワークステーション５００がそれを画像データとして取得するようにしてもよい。ある
いは、ワークステーション５００が、経時グラフを作成するための数値情報や文字情報を
取得し、それを用いてワークステーション５００が上述のような経時グラフを作成するよ
うにしてもよい。
【００９１】
　ワークステーション５００は、次いで、閲覧画像作成部５１４で、一例として図７に示
すような閲覧画面５５１を作成し、表示する。この閲覧画面５５１では、３つの表示部に
透視画像５５２ａ、５５２ｂ、５５２ｃが表示されている。ワークステーション５００は
、いわゆるページング機能を有しており、操作者の例えばマウスの操作に応じて透視画像
５５２ａ（一例）が変化していくようになっている。
【００９２】
　ワークステーション５００は、また、操作者からの所定の入力があったときに、結果グ
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ラフ部作成部５１５で、結果グラフ５６０（例えば図７、図８Ａ参照）を作成し、表示す
る。具体的には、図８Ａに示すように、横軸が時間軸であるグラフ内に、（ｉ）経時グラ
フ５６１、注入開始時間を示すインジケータ５６２ａ、注入終了時間を示すインジケータ
５６２ｂを表示するとともに、（ｉｉ）曝射時間のデータである撮像タイミング表示部５
６３を含むグラフが表示される。
【００９３】
　実施された薬液注入の内容が履歴情報ウィンドウ５６２ｃ内に表示されてもよい。例え
ば薬液注入に関し、設定された注入速度、注入量、注入時間の情報が表示されてもよいし
、加えて、実施された注入速度、注入量、注入時間の情報が表示されてもよい。血管外漏
出に関する情報（例えば血管外漏出があったこと）が表示されてもよい。ＩＣタグから読
み取ったデータ、一例として薬液の製品名、メーカ名、商品名の商標、メーカの商標、製
品に関するロゴマーク等を表示してもよい。
【００９４】
　撮像タイミング表示部５６３は、撮像開始時間を示す表示部５６３ａと撮像終了時間を
示す表示部５６３ｂとを含む。また、撮像タイミング表示部５６３内には、現在の断層画
像（詳細後述）の撮像タイミングを示す現在位置インジケータ５６３ｃが表示されている
。時間に関する表示部５６３ａ、５６３ｂとしては、図示のように、グラフ内に表示され
るラインであってもよいし、単なるテキストデータ（例えば「０：１５」のような表示）
であってもよいし、それらの組合せであってもよい。図８Ａでは、領域５６３にハッチン
グが付されているが、このように、領域５６３にグラフ内の配色とは異なる所定の色を付
して表示してもよい。あるいは、単に撮像開始時間および撮像終了時間をラインで表示し
てもよい。
【００９５】
　このような結果グラフ５６０を表示するための「操作者からの所定の入力」とは、例え
ば、ワークステーション５００の画面上に表示された画像ボタン（不図示）を押すこと等
であってもよい。
【００９６】
　限定されるものではないが、結果グラフ５６０は図７のような結果表示ウィンドウ５５
５内に表示されるものであってもよい。この場合、同ウィンドウ５５５内に注入履歴のデ
ータをテキストデータで示す履歴情報ウィンドウ５６０′が表示されてもよい。
【００９７】
　操作者が透視画像の閲覧中ページング動作を行った場合、ワークステーション５００は
、ページング連動処理部５１６で、タイミング表示部５６３内の現在位置インジケータ５
６３ｃをページング動作に連動させて時間軸に沿って移動させる。具体的には、この例で
は、現在位置インジケータ５６３ｃが、ページング動作に連動して右方向または左方向に
移動することとなる。
【００９８】
　なお、ワークステーション５００の別の機能として、タイミング表示部５６３内の現在
位置インジケータ５６３ｃを左右に移動させた場合に、それに連動して透視画像の方もペ
ージングされ、現在位置インジケータ５６３ｃが示す時間に対応した透視画像を表示させ
る機能を持たせてもよい。
【００９９】
　ワークステーション５００は、また、操作者からの所定の入力があったときにまたは予
め設定された所定のタイミングで、データ出力部５１７の機能により、作成したデータを
外部のネットワークまたは所定の機器の送信する。一例として、結果表示ウィンドウ５５
５に相当するデータあるいは結果グラフ５６０に相当するデータが出力される。データの
出力形式は、画像データとしてであってもよいし、テキストデータとしてであってもよい
。また、ＤＩＣＯＭデータとして出力してもよい。テキストデータについては例えばＣＳ
Ｖ（Ｃｏｍｍａ　Ｓｅｐａｒａｔｅｄ　Ｖａｌｕｅ）形式で出力することも可能である。
出力先の機器としては一例としてＰＡＣＳであってもよい。
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【０１００】
　以上のように構成された本実施形態の構成によれば、注入履歴のデータと曝射時間のデ
ータとが１つの閲覧画面中（具体的には結果グラフ５６０）に表示されるので、患者に対
する実際の注入結果（５６１）や曝射時間（５６３ａ、５６３ｂ）と、得られた透視画像
（５５２）との相関関係を確認しながら画像診断を行うことができる。したがって、仮に
所望の透視画像が得られなかった場合でも、それがどのような原因に基づくものなのか等
の判断を良好に行うことができる。
【０１０１】
　また、図８Ａに示したような例では、経時グラフ５６１やタイミング表示部５６３が画
像としてグラフ上に表示されているので、操作者はこれらの内容を視覚的に良好に把握す
ることができる。
【０１０２】
　また、注入履歴のデータにはタイムサーバ等に基いた正確な時刻データが付与されてお
り、他方、曝射条件データにもタイムサーバ等に基いた正確な時刻データが付与されてお
り、両者の時刻データを対応させてグラフを作成することにより、注入グラフと曝射タイ
ミングのズレを防止することができる。図８Ａに示したようなグラフによれば、例えば注
入開始から撮像開始までの時間等を一目で理解することもできる。
【０１０３】
　また、撮像プランの設定の観点からは次のような作用効果もある。すなわち、撮像装置
３００においては、通常、注入開始後に所定のディレイタイムをおいて撮像が開始される
こととなるが、このディレイタイム（言い換えれば、どのタイミングで撮像を開始するか
）は基本的には撮像プランのデフォルト値として予め決定されている。他方、造影剤注入
後、どれくらいのタイミングで良好な造影効果が現れるかについては患者の個体差によっ
て大きくばらつくこともある。この点、本実施形態の構成によれば、図８Ａ（一例）のよ
うな結果グラフ５６０を見つつ、次回の撮像開始タイミングを再設定すること等もできる
ので、当該患者に合わせて撮像のタイミングの一層の適正化を図ることもできる。このよ
うに撮像タイミングの適正化を図ることができるということは、例えば無駄な造影剤注入
を低減できることを意味し、造影剤による副作用のリスクの低減や、コスト低減の観点か
らも有意義であるといえる。
【０１０４】
（他のデータ処理の例１）
　本発明の一形態に係るワークステーション５００は、図８Ｂのような結果グラフ５６０
を表示するものであってもよい。この結果グラフは、一回の検査で複数（ここでは３回）
の撮像動作を行った場合のものであって、各撮像動作に対応して３つのタイミング表示部
５６３－１～５６３－３が表示されている。
【０１０５】
　各タイミング表示部５６３－１～５６３－３には、図８Ａのグラフと同様、撮像開始時
間を示す表示部５６３ａ、撮像終了時間を示す表示部５６３ｂ、および、現在の断層画像
の撮像タイミングを示す現在位置インジケータ５６３ｃが表示されている。
【０１０６】
　このように複数のタイミング表示部５６３－１～５６３－３が表示される場合、現在閲
覧を行なっている断層画像に対応する１つのタイミング表示部のみがアクティブ表示とな
り、その他は非アクティブ表示となるように構成されていることも好ましい。なお、非ア
クティブ表示としては、例えば画像の明るさを一時的に暗くするようなグレーアウト処理
を行うものであってもよい。アクティブ表示としては、他がグレーアウト表示となること
によってその対象がアクティブであることを認識できる態様、または、対象がハイライト
される等によりその対象がアクティブであることを認識できる態様などであってもよい。
【０１０７】
（他のデータ処理の例２）
　また、ワークステーション５００は、図９のような結果グラフ５６０を表示するもので
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あってもよい。このグラフは、パーフュージョン検査とよばれる検査（詳細下記）で行わ
れる撮像動作の履歴を反映させたものである。
【０１０８】
　ここで、パーフュージョン検査について以下に説明する。従来、Ｘ線ＣＴ装置を用いて
心筋の血流動態（パーフュージョン、Ｐｅｒｆｕｓｉｏｎ）の検査や、脳内の器官につい
てのパーフュージョン検査が実施されている。パーフュージョン検査においては、造影剤
を短時間で注入するボーラス注入によりダイナミック撮影を行い、得られたダイナミック
造影ＣＴデータを解析することによりパーフュージョン像が生成される。このようなパー
フュージョン検査の背景としては、近年、Ｘ線検出器の多列化にともない、空間の３次元
に時間の１次元を加えた４次元の画像を撮影することが可能なＸ線ＣＴ装置が開発されて
きていることもある。すなわち、こうしたＸ線ＣＴ装置は、経時的に臓器の動きや血流動
向を観察することが可能であることから、従来の形態診断を目的とした検査以外にも、形
態診断を目的とした整形領域や様々な臓器のパーフュージョン検査を行う際にも利用する
ことが可能である。
【０１０９】
　通常、Ｘ線ＣＴ装置では、各種の撮影条件（例えば、Ｘ線の照射間隔、撮影時間、Ｘ線
管へ供給される管電流など）からなる複数の撮影プランがあらかじめ設定されたうえで撮
影が行われる。また、上記パーフュージョン検査の場合には、患者への被曝量を低減する
ため、一定の間隔で最後まで撮影するよりも、血流中の造影剤の濃度に応じてＸ線の照射
間隔が異なるように各撮影プランが設定されることが望ましく、異なる照射間隔の撮影プ
ランを組み合わせて使用している。例えば、６０秒のパーフュージョン解析用の画像を撮
影する場合には、６０秒連続してスキャンする方法もある。しかしながら、被曝量の観点
から、２つまたは３つ程度の撮影プランを組み合わせて撮影が行われることもある。具体
的には、撮影開始から造影剤の濃度のピークまでは細かいデータが必要であるため、連続
スキャンまたは細かい間欠スキャン（例えば、１秒間隔）を行う。造影剤の濃度がピーク
を越えて徐々に低下する中盤では、間隔を少し開けて中程度の間欠スキャン（例えば、２
秒間隔）を行う。造影剤の変化がほとんどなくなる終盤では、大きく間隔を開けて間欠ス
キャン（例えば、３秒間隔）を行う。このような撮影プランが設定される場合が多い。
【０１１０】
　しかし、造影剤が体内を巡る速さは患者ごとに異なっており、造影剤の濃度が激しく変
化する期間を逃さずにスキャンするためには、個々の撮影プランの撮影時間を長めに設定
せざるを得ない。他方、被曝量の問題などに鑑みると、患者に応じた適切な撮影プランを
設定することが望ましい。
【０１１１】
　再び図９を参照し、この結果グラフ５６０では、上述した実施形態と同様に経時グラフ
５６１が表示されるとともに、曝射時間のデータとして、パーフュージョン検査のタイム
シーケンスのデータ５７２（言い換えれば撮像プランの情報）が表示されている。また、
そのタイムシーケンスのデータ５７２に重なるように、時間濃度曲線（ＴＤＣ）５７１が
表示されている。
【０１１２】
　このような構成によれば、結果グラフ５６０を参照し、今回のパーフュージョン検査の
タイムシーケンスのデータ５７２と、実際の時間濃度曲線（ＴＤＣ）５７１とを確認しつ
つ、次回の撮像プランをより患者に適したものとすることができる。
【０１１３】
〔Ｃ：薬液注入装置の各部の具体的構成〕
（薬液注入装置）
　薬液注入装置１００は、具体的には、図１０のような構成であってもよい。この薬液注
入装置１００は、可動式スタンド１１１の上部に回動自在に保持された二筒式の注入ヘッ
ド１１０を備えている。この注入ヘッド１１０は、各凹部１２０ａに対して、一例として
、シリンジのシリンダフランジおよびその近傍を保持するシリンジアダプタＳ１２１、Ｓ
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１２２を介してシリンジが装着される。
【０１１４】
　コンソール１５０は、一例で、ケーブル１０２により注入ヘッド１１０に接続されてい
る。表示ユニット１５１はタッチパネル式ディスプレイである。操作パネル１５９として
は複数の物理ボタンが配置されていている。例えば、コンソール正面にホームボタン（物
理ボタン）が設けられており、このホームボタンを押すと、画面上に、複数のアイコンが
配列されたホーム画面が表示されるように構成されていてもよい。ハンドユニット１５７
は、コンソール１５０に有線接続され、作業テーブル上などで使用される。当然ながら、
ハンドユニット１５７は無線方式で接続されてもよい。
【０１１５】
　なお、薬液注入装置１００は、ＰＡＣＳ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ　ａｎ
ｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）、ＨＩＳ（Ｈｏｓｐｉｔａｌ　Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＲＩＳ（Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ワークステーション、画像読影装置などのうち一部または全部
が接続されたネットワークに有線または無線で接続されるものであってもよい。ここで、
（ｐ１）薬液注入装置が医療費会計システムに接続されていてもよいし、ネットワーク経
由でそのような医療費会計システムに接続されていてもよい。
（ｐ２）薬液の血管外漏出を検出するためのセンサユニットが、注入ヘッド（一例でその
制御部）に有線または無線で接続されていてもよい。
（ｐ３）薬液の血管外漏出を検出するためのセンサユニットが、コンソール（一例でその
制御部）に有線または無線で接続されていてもよい。
（ｐ４）医療ネットワーク内にある固定型またはポータブル血液分析器装置から腎機能を
示すクレアチニン値等の情報を注入器に送る（すなわち、薬液注入装置がそのような情報
を受信する）。そして、ＧＦＲにより値が高い場合は注入を止める。グレーゾーンで医師
の判断で注入して副作用が発現した場合、副作用の有無も、漏出についての記録と同様に
、記録としてワークステーションへ送り記録する。このような構成としてもよい。
【０１１６】
（シリンジ）
　シリンジとしては具体的には図１１Ａ（ａ）、（ｂ）に示すようなものであってもよく
、このシリンジは例えば１００ｍｌ用のものである。このシリンジは、シリンダ部材Ｓ５
０１とピストン部材Ｓ５０２とを備え、シリンダ部材Ｓ５０１のシリンダフランジＳ５０
１ａはフランジ両側がストレートに切り取られたようなＩカット形状の輪郭形状を有し、
同フランジＳ５０１ａの外周部には２つの切欠き部Ｓ５０５（一方のみを示す）が形成さ
れている。シリンダ部材Ｓ５０１の先端の導管部Ｓ５０１ｂは、同軸状に配置された内側
および外側の２つの筒状部を有するルアーロック接続用のものであってもよい。図１１Ａ
（ｂ）に示すように、シリンダフランジＳ５０１ａの後面には、リング状の突起部Ｓ５０
１ｃが形成されていてもよい。
【０１１７】
　２本のシリンジのうちの他方としては、図１１Ｂ（ａ）、（ｂ）に示すようなシリンジ
であってもよく、このシリンジは例えば２００ｍｌ用のものである。このシリンジも、上
記シリンジと同様、シリンダ部材Ｓ５０１とピストン部材Ｓ５０２とを備え、シリンダ部
材Ｓ５０１のシリンダフランジＳ５０１ａはＩカット形状の輪郭形状を有するものであっ
てもよい。シリンダフランジＳ５０１ａの外周部には２つの切欠き部Ｓ５０５（一方のみ
を示す）が形成されている。シリンダ部材Ｓ５０１の先端の導管部Ｓ５０１ｂは、同軸状
に配置された内側および外側の２つの筒状部を有するルアーロック接続用のものであって
もよい。図１１Ｂ（ｂ）に示すように、シリンダフランジＳ５０１ａの後面には、リング
状の突起部Ｓ５０１ｃと、その突起部Ｓ５０１ｃから外側に向かって延びる複数のリブＳ
５０１ｄが形成されていてもよい。
【０１１８】
　なお、図１１ＢではシリンダフランジＳ５０１ａに切欠き部Ｓ５０５とリブＳ５０１ｄ
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の両方が形成されたものが描かれているが、いずれか一方のみが形成されたもの（例えば
、切欠き部Ｓ５０５が形成されていないもの）であってもよい。また、リブＳ５０１ｄに
関し、図示上下方向に並んだ複数のリブのうち上部と下部の２つのリブのみを残し、他の
リブを省略したような形状としてもよい。このようなリブ群が図示の例（図１１Ｂ（ｂ）
）では、フランジ部の左右両側に形成されているが、一方のみとしてもよい。
【０１１９】
　延長チューブＳ５０８の一例としては、図１１Ｃに示すようなものであってもよい。こ
の延長チューブＳ５０８は、Ｔ字コネクタを介して接続された３本のチューブを有してい
る。各シリンジに接続されるチューブの端部には接続コネクタＳ５０９、５０９が取り付
けられており、患者側に向かうチューブの端部には別の形態の接続コネクタＳ５１０が取
り付けられている。各接続コネクタＳ５０９は、先端にネジ部Ｓ５０９ｂが形成された円
筒部Ｓ５０９ａを有し、ルアーロック方式でシリンジの導管部Ｓ５０１ｂに接続されるも
のであってもよい。また、この接続コネクタＳ５０９は、一方弁としての機能を有するも
の、特には、ＷＯ２０１２／０６０３６５に公開されているようなものであってもよい。
接続コネクタＳ５１０は、例えば不図示のカテーテルや留置針に接続されるものであって
もよい。
【０１２０】
（延長チューブ）
　延長チューブＳ５０８の一例としては、図１１Ｃに示すようなものであってもよい。こ
の延長チューブＳ５０８は、Ｔ字コネクタを介して接続された３本のチューブを有してい
る。各シリンジに接続されるチューブの端部には接続コネクタＳ５０９、Ｓ５０９が取り
付けられており、患者側に向かうチューブの端部には別の形態の接続コネクタＳ５１０が
取り付けられている。各接続コネクタＳ５０９は、先端にネジ部Ｓ５０９ｂが形成された
円筒部Ｓ５０９ａを有し、ルアーロック方式でシリンジの導管部Ｓ５０１ｂに接続される
ものであってもよい。また、この接続コネクタＳ５０９は、一方弁としての機能を有する
もの、特には、ＷＯ２０１２／０６０３６５に公開されているようなものであってもよい
。接続コネクタＳ５１０は、例えば不図示のカテーテルや留置針に接続されるものであっ
てもよい。
【０１２１】
（天井懸垂型の保持アーム）
　天井懸垂型の保持アーム１１１′としては、図１２Ａに示すような、水平回転および上
下移動の組合せを可能とするようなものであってもよい。この例では、天井に取り付けら
れるベース部と、そこから延び出した多関節の複数のアーム部とを有しており、注入ヘッ
ド１１０は、アーム部の末端側の支持バー（一例で鉛直方向に延びる棒状部材）に保持さ
れている。
【０１２２】
（サブディスプレイ）
　図１２Ｂのように、保持アーム１１１′の一部、具体的には注入ヘッド１１０をの保持
する部分部の近傍に、サブディスプレイ１４９を取り付けた薬液注入装置としてもよい。
このサブディスプレイ１４９は、注入ヘッド１１０に電気的に接続され、または、コンソ
ール１５０に電気的に接続され、または、撮像装置３００と電気的に接続され、薬液注入
に関する様々な情報を表示することが可能となっていてもよい。サブディスプレイ１４９
は、タッチパネル式ディスプレイであってもよいし、タッチパネルの機能の無い単なるデ
ィスプレイであってもよい。
【０１２３】
　なお、このようなサブディスプレイ１４９が注入ヘッド１１０の一部に直接設けられて
いてもよい。例えば、注入ヘッド１１０の筐体の側方または後方にそのようなサブディス
プレイ１４９を設けてもよい。または、サブディスプレイ１４９が可動式スタンド１１１
の一部に取り付けられてもよい。なお、可動式スタンド１１１上に、注入ヘッド１１０と
は別体に制御ユニット（不図示）が搭載されていてもよい。
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【０１２４】
　以上、本発明について幾つかの形態を参照して説明したが、本発明は上記内容に限定さ
れるものではなく、種々変更可能である。
（ｂ１）上記では、薬液注入中に計測したデータに基づく経時グラフ５６１（例えば図８
Ａ）を表示することを例として説明した。経時グラフ５６１は曲線状に表現されたもので
はなく、所定の時間間隔で計測された圧力推定値のプロットとして表現されたものでもよ
い。
（ｂ２）撮像タイミング表示部５６３に関し、図８Ａ等では時間表示部５６３ａ、５６３
ｂを破線として表示しているが当然ながら実線でもよい。また、各時間表示部５６３ａ、
５６３ｂに対応して、時間軸のところに“ａ”ｓｅｃ、“ｂ”ｓｅｃ等の表示を付与して
もよい。タイミング表示部５６３内に現在位置インジケータ５６３ｃが表示されない構成
としてもよい。また、現在位置インジケータ５６３ｃがページング動作と連動しない構成
としてもよい。
【０１２５】
（ｂ３）上記では、主にＸ線ＣＴスキャナを例として説明した。しかし、ワークステーシ
ョンは、ＭＲＩ画像データ、ＰＥＴ画像データ、およびＭＲＡ画像データ等から選ばれる
１つまたは複数の医用画像が表示するものであってもよい。
（ｂ４）図４ＡのシステムではＰＡＣＳ７０２が設けられているが、ＰＡＣＳ７０２の無
い構成としてもよい。
－ワークステーション５００が、ＮＴＰ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｉｍｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）サーバとの時刻同期機能を備えていてもよい。
（ｂ５）当然ながら、上述した各種の形態は、その内容が相反しないかぎり、各種に組み
合わせることができる。
【０１２６】
（ｄ７－１）延長チューブからのエア抜きのための動作としては、Ａシリンジ（造影剤）
側のピストン駆動機構を動作させ、次いで、Ｂシリンジ（生理食塩水）側のピストン駆動
機構を動作させさせてもよい。あるいは、Ａシリンジ（造影剤）側のピストン駆動機構と
Ｂシリンジ（生理食塩水）側のピストン駆動機構とを同時に動作させさせてもよい。
（ｄ７－２）図１１Ｃの延長チューブのような構成の場合、チューブ末端の接続コネクタ
Ｓ５１０に液溜まりキャップを設けてもよい。この液溜まりキャップは、チューブからの
薬液を受け止め、薬液が床や他の医療機器等の上に垂れることを防止する。薬液が機器の
隙間等に浸入した場合、機器の故障や操作者の誤操作の原因となりうるが、このような構
成によればそうした不具合の発生を低減させることができる。
（ｄ７－３）延長チューブのＴ管部分として、特開２０１１－２１７７９６に開示された
ような部材を備える延長チューブである場合には、薬液注入を行う際の薬液どうしの混合
をより効果的に実施でき、優れた造影効果を得ることが可能となる。
【０１２７】
（ディスプレイ・コントローラ・ユニットでの表示制御）
　図１３に示すように、本システムは、制御部５０１ａに操作接続され、制御部からの指
令信号に応じて表示内容をコントロールするディスプレイ・コントロール・ユニット（Ｄ
ＣＵ）１２０１を備えていてもよい。このＤＣＵ１２０１は、ディスプレイ１２０３に操
作可能に接続され、表示内容をコントロールするものである。ＤＣＵ１２０１は、制御部
５０１ａとは別個に用意されたディスプレイ制御用のＩＣユニット等であってもよい。Ｄ
ＣＵ１２０１は、ディスプレイ１２０３にグラフィカル・ユーザ・インターフェース（Ｇ
ＵＩ）をはじめとする種々の画像を表示させる。ＤＣＵ１２０１は、ディスプレイ１２０
３に、薬液残量、注入速度、注入圧力、プログラムされた注入量などを表示させてもよい
。ＤＣＵ１２０１は、ＧＵＩデータを有するものであってもよい。ＤＣＵ１２０１は、上
記に説明した種々の画像の全部または一部をディスプレイ１２０３に表示させることがで
きる。ディスプレイは、１つでも複数でもよく、また、システム内の任意の位置に配置可
能である。ＤＣＵ１２０１は、撮像装置３００、ワークステーション５００、薬液注入装
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置１００、およびその他のコンピュータから選ばれる１つまたは複数の構成要素として設
けられていてもよい。
【０１２８】
（注入結果画面について）
　図１４は、入開始後一定時間経過した時点での圧力グラフ（横軸が時間、縦軸が圧力）
である。例えば時間０：００ｓｅｃ～０：３０ｓｅｃの第１フェーズに造影剤注入を行い
、それ以降の第２フェーズで生理食塩水の注入を行うような場合、図示するように圧力グ
ラフに現在の位置を示すためのインジケータ５８１、５８２が表示されるようになってい
てもよい。
【０１２９】
　この図の例では、第１フェーズが終わり第２フェーズに入っているので、インジケータ
５８２が現在の位置を示すものとなっている。時間の経過とともにインジケータ５８２が
右方向に移動し、また圧力グラフもそれに合わせて伸びていく。このように圧力曲線上に
現在位置を示すインジケータ５８２が表示されるようになっている場合、操作者は現在の
圧力を視覚的に容易に把握できるものとなる。
【０１３０】
　第１フェーズの造影剤注入に関してもこれと同様に、インジケータ５８１が表示される
ようになっている。このインジケータ５８１は第１フェーズが終わった時点（０：３０）
でその位置、すなわち、圧力曲線と時点０：３０を通過する縦軸とが交わる位置で停止し
、表示されたままの状態となる。造影剤（第１の薬液）の注入と、生理食塩水（第２の薬
液）の注入とで、インジケータ５８１、５８２の色が異なる（同色であるが濃淡が異なる
場合も含む）構成としてもよい。図１５は、インジケータの表示例を示しており、（ａ）
が造影剤注入のインジケータ５８１、（ｂ）が生理食塩水注入のインジケータ５８２であ
る。図１４では同時注入は行われないが、仮に同時注入を行う場合、例えばインジケータ
５８３のように、インジケータを半分に割った一方をインジケータ５８１と同様の表示、
他方をインジケータ５８２と同様の表示としてもよい。
【０１３１】
　図１４、図１５では逆三角形形状のインジケータを例示しているが、インジケータの形
状はこれに限定されるものではない。円形、楕円形、上向き三角形、矩形、多角形、星形
など様々な態様とすることができる。また、同時注入の場合のインジケータに関しても、
必ずしも図１５（ｃ）のような表示態様に限定されるものではなく、インジケータ５８１
、５８２と区別できるようなものであればどのようなものであってもよい。例えば、色ま
たは濃度をインジケータ５８１、５８２のものと異なるものとすることで区別できるよう
にしてもよい。
【０１３２】
　このような圧力グラフのデータが、薬液注入装置３００から外部のサーバもしくはワー
クステーションに送信され、ワークステーション５００が圧力グラフを、撮像装置によっ
て撮像された透視画像とともに表示するように構成されていることも好ましい。この場合
も上記同様、圧力グラフと透視画像とが関連付けられることとなる。
【０１３３】
　本明細書の所定の実施態様として開示された技術的事項は、本発明の趣旨を逸脱しない
範囲で他の実施態様と組み合わせることができる。
【０１３４】
（付記）
　本出願は下記の発明を開示する。なお、以下では説明を分かりやすくするために図面の
符号を付しているがこれらは本発明を何ら限定するものではない。
１．患者の透視画像を撮像する撮像装置（３００）と、患者に薬液として少なくとも造影
剤を注入する薬液注入装置（１００）とを少なくとも備える撮像システムに直接または間
接的に接続されて使用されるデータ処理装置（５００）であって、
　制御部（５０１ａ）と、表示ユニット（５０２）とを備え、
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　前記制御部（５０１ａ）は、
（ａ）前記撮像装置によって撮像された患者の透視画像のデータ（５５２）を取得する画
像データ取得部（５１１）と、
（ｂ）前記撮像装置によって実施された撮像検査における曝射時間のデータを取得する曝
射時間データ取得部（５１２）と、
（ｃ）前記患者に対して行われた薬液注入の注入履歴のデータを取得する注入履歴データ
取得部（５１３）と、
（ｄ）１つまたは複数の前記透視画像を表示した閲覧画面（５５１）を作成し、前記表示
ユニットに表示させる閲覧画面作成部（５１４）と、
（ｅ）横軸または縦軸のいずれかを時間軸とするグラフであって、前記注入履歴のデータ
（５６１）と前記曝射時間のデータ（５６３；具体的には、前記注入履歴のデータに関連
付けられた対応する前記曝射時間のデータ）とが一緒に表示される結果グラフ（５６０）
を作成し、前記表示ユニットに表示させる結果グラフ作成部（５０６）と、
　を有するデータ処理装置（５００）。
【０１３５】
２．前記結果グラフ（５６０）内に、
　前記注入履歴のデータとして、横軸が時間で、縦軸が薬液注入において測定された薬液
の注入圧力もしくは注入速度である経時グラフ（５６１）が表示される、
　データ処理装置。
【０１３６】
３．前記結果グラフ（５６０）内に、
　前記曝射時間のデータ（５６３）として、撮像開始時間（５６３ａ）から撮像終了時間
（５６３ｂ）までの範囲である撮像タイミング表示部（５６３）が表示される、データ処
理装置。
【０１３７】
３－１．前記結果グラフ内に、
　前記注入履歴のデータとして、横軸が時間で、縦軸が薬液注入において測定された薬液
の注入圧力もしくは注入速度である経時グラフ（時間軸と、薬液の注入圧力もしくは注入
速度を示す軸とを有するグラフ）と、
　前記曝射時間のデータとして、撮像開始時間から撮像終了時間までの範囲である撮像タ
イミング表示部とが表示され、
　前記注入履歴のデータに含まれる時刻情報と、前記曝射時間のデータに含まれる時刻情
報とが同期されている、データ処理装置。
【０１３８】
３－２．前記同期は、ＮＴＰ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｉｍｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバ用
いて実施される、データ処理装置。
【０１３９】
　このような構成によれば、注入履歴のデータと曝射時間のデータの時刻情報が同期され
るので、例えば経時グラフと曝射時刻データとのずれを防止できる。ＮＴＰサーバ等に基
づく正確な時刻情報の付与は、注入履歴のデータの生成する機器ないし機能および曝射時
間のデータを生成する機器ないし機能がそれぞれ行うものであってもよい。
【０１４０】
４．一回の検査において複数の撮像動作が行われ、それぞれの撮像動作に対応して、複数
の前記撮像タイミング表示部（５６３－１～５６３－３）が表示される、データ処理装置
。
【０１４１】
５．前記複数の撮像タイミング表示部のうち選択されている１つのみがアクティブ表示と
なり、それ以外が非アクティブ表示となる、データ処理装置。
【０１４２】
６．前記撮像タイミング表示部（５６３）において、現在表示されている透視画像の撮像
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時間を示す現在位置インジケータ（５６３ｃ）が表示される、データ処理装置。
【０１４３】
７．さらに、
（ｆ）操作者からの所定の入力にしたがって前記透視画像がページングされた際に、それ
に連動して前記現在位置インジケータ（５６３ｃ）を時間軸に沿って移動させるページン
グ連動処理部（５１６）を備える、データ処理装置。
【０１４４】
８－１．前記結果グラフ内に、前記曝射時間のデータとして、撮像装置が実施したパーフ
ュージョン検査のタイムシーケンスのデータが表示される、データ処理装置。
８－２. 　前記結果グラフ内に、パーフュージョン検査のタイムシーケンスのデータとと
もにまたは単独で、造影効果を示す時間濃度曲線（Ｔｉｍｅ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ｃｕｒｖ
ｅ）が表示される、上記いずれかに記載のデータ処理装置。
【０１４５】
　なお、パーフュージョン検査のタイムシーケンスのデータは、読影用画面内における結
果グラフ外に表示されてもよく、タイムシーケンスのデータは、数値情報として、または
可視化された画像として、またはそれらの組合せとして表示されてもよい。
【０１４６】
９．前記閲覧画面（５５１）の少なくとも一部に、
　前記注入履歴のデータとして、薬液の注入速度、薬液の注入量、および薬液の注入時間
から選ばれる少なくとも１つが、テキストデータとして表示される、データ処理装置。前
記閲覧画面（５５１）の少なくとも一部に、前記注入履歴のデータとして、使用した薬液
に関する情報、例えば、造影剤の製品名、造影剤のメーカ名、造影剤のヨード濃度、血管
外漏出の有無などに関する情報が等がテキストデータあるいは画像データとして表示され
るデータ処理装置。
【０１４７】
１０．前記閲覧画面（５５１）の少なくとも一部に、
　前記曝射時間のデータとして、撮像開始時間および撮像終了時間の少なくとも１つが、
テキストデータとして表示される、データ処理装置。
【０１４８】
１１．さらに、
（ｇ）前記透視画像のデータ（５５２）、前記注入履歴のデータ（５６１）、および前記
曝射時間のデータ（５６３）から選ばれる少なくとも１つのデータを外部に出力するデー
タ出力部（５１７）を備える、データ処理装置。
【０１４９】
１２．前記データ出力部（５１７）は、前記データをＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍ
ａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）データと
して外部に出力する、データ処理装置。
【０１５０】
１３．データ処理装置と、
　患者の透視画像データを撮像する撮像装置（３００）と、
　患者に薬液として少なくとも造影剤を注入する薬液注入装置（１００）と、
　を備える医用検査システム（１０００）。
【０１５１】
１４．さらに、画像保存通信システムであるＰＡＣＳ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉ
ｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）を備える医用検査システ
ム。
【０１５２】
１５．患者の透視画像を撮像する撮像装置（３００）と、患者に薬液として少なくとも造
影剤を注入する薬液注入装置（１００）とを少なくとも備える撮像システムに直接または
間接的に接続されて使用されるデータ処理装置（５００）のためのコンピュータプログラ
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ムであって、
　１つのコンピュータまたは複数のコンピュータを、
（ａ）前記撮像装置によって撮像された患者の透視画像のデータ（５５２）を取得する画
像データ取得部（５１１）と、
（ｂ）前記撮像装置によって実施された撮像検査における曝射時間のデータを取得する曝
射時間データ取得部（５１２）と、
（ｃ）前記患者に対して行われた薬液注入の注入履歴のデータを取得する注入履歴データ
取得部（５１３）と、
（ｄ）１つまたは複数の前記透視画像を表示した閲覧画面（５５１）を作成し、前記表示
ユニットに表示させる閲覧画面作成部（５１４）と、
（ｅ）横軸または縦軸のいずれかを時間軸とするグラフであって、前記注入履歴のデータ
（５６１）と前記曝射時間のデータ（５６３）とが一緒に表示される結果グラフ（５５６
）を作成し、前記表示ユニットに表示させる結果グラフ作成部（５０６）と、
　して機能させるコンピュータプログラム。
【０１５３】
１６．１つのコンピュータまたは複数のコンピュータを、さらに、
（ｆ）操作者からの所定の入力にしたがって前記透視画像がページングされた際に、それ
に連動して現在位置インジケータ（５６３ｃ）を時間軸に沿って移動させるページング連
動処理部（５１６）と、
　して機能させるコンピュータプログラム。
【０１５４】
１７．１つのコンピュータまたは複数のコンピュータを、さらに、
（ｇ）前記透視画像のデータ（５５２）、前記注入履歴のデータ（５６１）、および前記
曝射時間のデータ（５６３）から選ばれる少なくとも１つのデータを外部に出力するデー
タ出力部（５１７）と、
　して機能させるコンピュータプログラム。
【０１５５】
１８．上記１３．記載の医用検査システムにおいて、
　前記薬液注入装置に搭載されるシリンジが、シリンジ内に予め薬液が充填されたプレフ
ィルドタイプのシリンジである、医用検査システム。
【０１５６】
１９．前記シリンジがＩＣタグ付きのシリンジである、上記記載の医用検査システム。
【０１５７】
２０．前記シリンジが、
　中空のシリンダ部材とそれにスライド自在に挿入されたピストン部材を有するものであ
り、
　前記シリンダ部材の端部のシリンダフランジに少なくとも１つの切欠き部が形成されて
いる、上記記載の医用検査システム。
【０１５８】
２１．前記シリンジ内の薬液が造影剤である、上記記載の医用検査システム。
【０１５９】
　本出願は下記の発明をも開示する：
Ａ１．患者の透視画像を撮像する撮像装置（３００）と、
　患者に薬液として少なくとも造影剤を注入する薬液注入装置（１００）と、
　を少なくとも備えるシステムであって、
　撮像装置、薬液注入装置、またはその他の機器に設けられた１つまたは複数の制御部と
、システム内の所定の任意に存在する１つまたは複数の表示ユニットとを備え、
　前記制御部は、
（ａ）前記撮像装置によって撮像された患者の透視画像のデータ（５５２）を取得する画
像データ取得部（５１１）と、
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（ｂ）前記撮像装置によって実施された撮像検査における曝射時間のデータを取得する曝
射時間データ取得部（５１２）と、
（ｃ）前記患者に対して行われた薬液注入の注入履歴のデータを取得する注入履歴データ
取得部（５１３）と、
（ｄ）１つまたは複数の前記透視画像を表示した閲覧画面（５５１）を作成し、前記表示
ユニットに表示させる閲覧画面作成部（５１４）と、
（ｅ）横軸または縦軸のいずれかを時間軸とするグラフであって、前記注入履歴のデータ
（５６１）と前記曝射時間のデータ（５６３）とが一緒に表示される結果グラフ（５６０
）を作成し、前記表示ユニットに表示させる結果グラフ作成部（５０６）と、
　を有する、システム。
【０１６０】
Ａ２．患者の透視画像を撮像する撮像装置（３００）と、
　患者に薬液として少なくとも造影剤を注入する薬液注入装置（１００）と、
　を少なくとも備えるシステムであって、
　撮像装置、薬液注入装置、またはその他の機器に設けられた１つまたは複数の制御部と
、表示ユニット（５０２）とを備え、
　前記制御部は、
－撮像装置によって撮像された患者の透視画像のデータ（５５２）を取得し、
－前記撮像装置によって実施された撮像検査における曝射時間のデータを取得し、
－前記患者に対して行われた薬液注入の注入履歴のデータを取得し、
－１つまたは複数の前記透視画像を表示した閲覧画面（５５１）を作成し、前記表示ユニ
ットに表示させ、
－横軸または縦軸のいずれかを時間軸とするグラフであって、前記注入履歴のデータ（５
６１）と前記曝射時間のデータ（５６３）とが一緒に表示される結果グラフ（５６０）を
作成し、前記表示ユニットに表示させ
　るように構成されている（プログラムされている）、システム。
【０１６１】
Ａ３．医用システムにおけるデータ処理方法であって、
（ａ）撮像装置によって撮像された患者の透視画像のデータを取得するステップと、
（ｂ）前記撮像装置によって実施された撮像検査における曝射時間のデータを取得するス
テップと、
（ｃ）前記患者に対して行われた薬液注入の注入履歴のデータを取得するステップと、
（ｄ）１つまたは複数の前記透視画像を表示した閲覧画面（５５１）を作成し、前記表示
ユニットに表示させるステップと、
（ｅ）横軸または縦軸のいずれかを時間軸とするグラフであって、前記注入履歴のデータ
（５６１）と前記曝射時間のデータ（５６３）とが一緒に表示される結果グラフ（５５６
）を作成し前記表示ユニットに表示させるステップと、
　を有する方法。
【０１６２】
Ａ４．コンピュータに上記方法を実施させるためのコンピュータプログラム。
【０１６３】
Ａ５－１．患者の透視画像を撮像する撮像装置（３００）と、
　患者に薬液として少なくとも造影剤を注入する薬液注入装置（１００）と、
　を少なくとも備えるシステムであって、
－注入履歴のデータ（５６１）と前記曝射時間のデータ（５６３）とが一緒に表示される
結果グラフ（５６０）を含むグラフィカル画像を有するシステム。
Ａ５－２．上記グラフィカル画像がさらに１つまたは複数のビューの断層画像を有する、
システム。
Ａ５－２．上記グラフィカル画像が表示ユニットに表示される、システム。
Ａ５－３．注入履歴のデータ（５６１）と、前記曝射時間のデータ（５６３）、断層画像
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との一部または全部が互いに関連付けられている、システム。
【０１６４】
　ここで、関連付けは、例えば撮像装置の撮像時刻と注入装置の注入時刻に基づきそれら
が互いに一致する場合に関連付けを行うものであってもよい。また、検査を一意に識別す
る検査識別子、患者を一意に識別する患者識別子（例えば患者名、生年月日、性別、患者
番号等）を利用してもよい。透視画像に関しては、ＤＩＣＯＭタグを利用してもよい。関
連付けが行われた透視画像データ、薬液注入情報データ、注入結果データ等のうち２つま
たは全部が、システム内の記憶デバイスに格納されてもよい。
【０１６５】
　なお、上記のように表現した本願発明においても、上述した２．以降の発明を適宜組み
合わせることができることは言うまでもない。
【０１６６】
Ａ６．造影剤注入を行って透視撮像することにより得た患者の透視画像を読影するための
読影用画面の生成方法であって、
ａ：患者の透視画像のデータを取得するステップと、
ｂ：造影剤注入条件のデータを作成するステップと、
ｃ：（ｉ）撮像装置の曝射条件データ、または、実際に行った薬液注入に対応する注入結
果データ（例えば圧力グラフまたはＴＤＣ）とを取得するステップと、
ｄ：透視画像のデータと、それに対応する（例えば時刻による関連付け、ＩＤ等による関
連付け）曝射条件データまたは注入結果データと、を含む読影用画面を生成するステップ
と、
　を有する、読影用画面の生成方法。
【０１６７】
Ａ７．１つまたは複数のコンピュータに、
ａ：患者の透視画像のデータを取得するステップと、
ｂ：造影剤注入条件のデータを作成するステップと、
ｃ：（ｉ）撮像装置の曝射条件データ、または、実際に行った薬液注入に対応する注入結
果データとを取得するステップと、
ｄ：透視画像のデータと、それに対応する（例えば時刻による関連付け、ＩＤ等による関
連付け）曝射条件データまたは注入結果データと、を含む読影用画面を生成するステップ
と、
　を行わせる読影用画面の生成プログラム。
【符号の説明】
【０１６８】
１００　薬液注入装置
１０２　ケーブル
１１０　注入ヘッド
１２０ａ　凹部（シリンジ保持部）
１１１　可動式スタンド
１３０　ピストン駆動機構（プレッシャライジング機構）
１４４　制御部
１４５　リーダ／ライタ（リーダのみの場合もある）
１４６　記憶部
１５０　コンソール（注入制御ユニット）
１５１　表示ユニット（表示デバイス）
１５３　制御部
１５４　記憶部
１５７　ハンドユニット
１５９　操作パネル
２００　シリンジ
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２２１　シリンダ部材
２２２　ピストン部材
２２５　ＩＣタグ
２３０　延長チューブ
２３１ａ～２３１ｃ　チューブ
３００　撮像装置
３０３ａ　制御部
３００ｂ　撮像部
３０４　ベッド
５００　ワークステーション（データ処理装置）
５０１ａ　制御部
５０１ｂ　記憶部
５０２　表示ユニット
５０３　コンピュータ本体
５０５、５０６　入力デバイス
５５１　閲覧画面
５５２　透視画像
５５５　結果表示ウィンドウ
５６０　結果グラフ
５６１　経時グラフ
５６２ａ、５６３ｂ　インジケータ
５６２ｃ　履歴情報ウィンドウ
５６３、５６３－１～５６３－３　撮像タイミング表示部
５６３ａ　撮像開始時間を示す表示部
５６３ｂ　撮像終了時間を示す表示部
５６３ｃ　現在位置インジケータ
５７１　ＴＤＣ
５８１、５８２、５８３　インジケータ
Ｓ１２１、Ｓ１２２　シリンジアダプタ
１２０１　ディスプレイ・コントロール・ユニット（ＤＣＵ）
１２０３　ディスプレイ
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